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税理士法人協和会計事務所が発足し、有限会社協和ビジネスコンサルティングが旗揚げしてから

早くも６ヶ月が経過しました。私達は、関与先の皆様との連携を強めるため「協和トピックス」を

発刊することに致しました。税法改正、商法改正、審査事例その他その時々のカレントトピックス

をお伝えして行くつもりです。御愛読下さいますようお願い致します。

一時所得とされる保険金収入の必要経費に新解釈

>更正処分の全部取消しを勝ち取る

当会計事務所で税務顧問をしているＡ社では、取

締役および従業員に対して生命保険会社で保険契約

を行っている。保険契約者はＡ社で、死亡時の受取

人は親族、満期時および解約時の受取人はＡ社とい

う保険内容であり、保険掛金の１／２がＡ社の費用

と資産にそれぞれ計上されている。

Ａ社では、社長Ｘ氏および取締役Ｙ氏が退職する

に際して、この保険契約の名義をＡ社からＸ氏およ

びＹ氏に変更することによって、退職金の一部とし

た。この場合の退職金の額は、法人税基本通達に規

定されている通り、退職時に保険契約を解約した場

合の返戻金相当額とし、退職所得に関する源泉徴収

が行われている。

その後数年して、Ｙ氏はこの保険契約を解約して

保険金を受け取った。この場合の所得は一時所得と

なるが、Ｙ氏は解約返戻金を収入としＡ社退職時に

退職金として課税された額を原価として所得計算を

行い、Ｋ税務署に確定申告をした。

当局は所得税法施行令では「保険会社に

支払った保険料のみが一時所得の必要経

費」となっているとして更正処分

その後数ヶ月してＫ税務署からＹ氏に一時所得の

計算が間違っているとの連絡があった。原価として

収入から差し引く額は、当該保険契約に関する保険

掛金の合計額（退職時までに、全額Ａ社が支払い済

み）であり修正申告するように指示された。当会計

事務所ではＹ氏から相談を受けたが、Ｙ氏は当該保

険契約がＡ社から退職金として受け取ったものであ

ることをＫ税務署に説明した。

さらに、原価として収入から差し引く額を保険掛

金の総額とすると、退職金として課税された額から

保険掛金総額を差し引いた部分は退職金として既に

。課税されているため二重課税となる旨の主張をした

Ｋ税務署では、この件を審議してＹ氏の主張が認

められ修正申告は取り消しとなった。

翌年Ｘ氏も保険契約を解約し、Ｔ税務署に同様に

確定申告を行い、当会計事務所で申告書にサインを

した。数ヶ月してＴ税務署からＹ氏の時と同様にＸ

氏に修正申告の指示があった。Ｘ氏もＹ氏と同様な

主張をしたがＴ税務署では認められなかった。さら

にＫ税務署からＹ氏に再び連絡があり、前年の修正

申告をするように指示された。Ｙ氏とＸ氏は納得が

いかないため当会計事務所と相談の上、修正申告に

応じなかった。その結果、Ｋ税務署とＴ税務署はＹ

氏とＸ氏に更正処分を行った。
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Ｘ氏､Ｙ氏及び当事務所では「退職金と

して課税されたものが一時所得計算でも

課税されると二重課税になる」と主張し

て審査請求

Ｙ氏とＸ氏はすぐにＫ税務署、Ｔ税務署に当事務

所を代理人として異議申立てを行ったが、所得税法

施行令第１８３条第２項第２号で「保険契約に基づ

く一時所得の計算上、収入から差し引ける収入を得

るために支出した金額は、支払った保険料の総額で

ある」と規定されていることを理由として異議申立

ては全面的に棄却された。

次の手段としてＹ氏とＸ氏は当事務所を代理人に

立て、それぞれの税務署を管轄する国税局の不服審

判所に審査請求を行った。
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不服審判所は「退職所得として課税され

た金額は必要経費に含まれる」と判断

更正処分を全部取消

、不服審判所で調査・審理および合議を行った結果

Ｙ氏は不服審判所で「Ｋ税務署の更正処分の全部を

取り消す」との裁決を受け主張が認められた。不服

審判所の裁決理由を要約すると 「保険契約を解約し、

た場合の一時所得の計算上控除する金額については

保険料の額とするのが一般的であるが、本件の場合

にはＹ氏は退職金の一部として保険契約者の名義が

Ａ社から変更されたことにより保険契約に係る保険

契約上の権利を取得し、さらに解約返戻金相当額で

退職所得としての課税を受けているため、解約返戻

金相当額が一時所得の金額の計算上収入を得るため

に支出した金額に含まれる 」という内容であり、税。

務署の税法解釈に誤りがあっただけで当方が主張し

た所得税法上での二重課税の問題はもともと生じ得

ないというものであった。

また、Ｘ氏の場合には、不服裁判所の裁決がされ

る前にＴ税務署から更正処分を取り消したいとの連

絡が不服審判所にあり、当方としては不本意であっ

たが、不服審判所の要請により審査請求の取り消し

を行った。ただし、当方の主張は全面的に認められ

る結果となった。

なお、税務署の税法解釈の誤りとはいえ、法律を

盾にとった強引な修正申告慫慂、更正処分が行われ

ていることは事実である。税務署から言われたから

といって安易に応じると無駄な税金を払わされる可

能性があるから注意しなければならない。
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